
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

平成２３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突（漁具） 

発生日時 平成２３年７月２１日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 大分県津久見市津久見港篦
の

島北方沖 

津久見港西防波堤西灯台から真方位０２７°９４０ｍ付近 

（概位 北緯３３°０５.２′ 東経１３１°５２.１′） 

事故調査の経過  平成２３年８月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ セメント運搬船 第十六北
ほく

扇
せん

丸、７４９トン 

   １３４５０８、株式会社ジェネック 

   ６８.００ｍ×１１.５０ｍ×５.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成６年６月 

Ｂ 漁船 無
む

双
そう

丸、４.９５トン 

   ＯＴ３－５４４５２（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.９１ｍ（Lr）×２.７５ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数３５、昭和５２年１１月１８日 

Ｃ 漁船 無双丸、４.９５トン 

   ＯＴ３－５４４２４（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.９１ｍ（Lr）×２.７５ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数３５、昭和５２年１１月１８日 

Ｄ 漁船 無双丸、２.４トン 

   ＯＴ３－４９８０３（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.７７ｍ（Lr）×２.３９ｍ×０.９６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数３５、平成７年１０月２７日 

Ｅ 漁船 無双丸、４.６トン   

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５２年１２月２３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年８月２７日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１月２６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年１１月２５日 

    免許証交付日 平成２１年１０月９日  

           （平成２６年１１月２５日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ４３歳 
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    二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５８年９月９日 

    免許証交付日 平成２１年４月２日  

           （平成２６年１１月１０日まで有効） 

Ｄ 船長Ｄ 男性 ５６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年９月１８日 

    免許証交付日 平成１８年４月３日  

           （平成２３年４月２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ～Ｅ なし、ＢとＣの漁網破損 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、津久見港内の岸壁で積み荷役中、

荷役機械が不調となったので荷役を中止し、錨泊して荷役機械を修理する

ため、平成２３年７月２１日０９時１５分ごろ出航し、船長Ａが手動操舵

に就き、機関長を機関操縦盤に、一等航海士及び乗組員２人を船首配置に

就けて港外に向かった。 

船長Ａは、０９時２０分ごろ、針路約０８０°（真方位）及び対地速力

約４ノットで航行中、船首方に停泊中の貨物船１隻と漁船３隻を視認した

が、機関長と錨泊場所についての相談を行っていたので、双眼鏡で同漁船

の操業状況を確認せずに航行した。 

船長Ａは、篦島北方沖にいるＢ船とＣ船とが船団を組んでいることに気

付かず、Ｂ船及びＣ船間に向けて東進していたところ、左舷前方のＣ船が

黄色回転灯を点灯しているのを視認した。 

船長Ａは、一等航海士から船首付近に漁網があるとの報告を受け、ほぼ

同時に前方の漁船の黄色回転灯と海面に浮いていた漁網の浮子
あ ば

（黄色）が

見えたので、左舵一杯をとって避けようとしたが、０９時３０分ごろ、篦

島北方沖において、Ａ船と‘Ｂ船及びＣ船間に投入していた漁網’（以下

「本件漁具」という。）とが衝突した。 

船長Ａは、Ａ船の左回頭が始まった頃、可変ピッチプロペラの翼角を

０°とした。 

Ｂ船（網船）、Ｃ船（網船）、Ｄ船（探索船、漁労長が乗船）及びＥ船

（運搬船）の４隻は、各船に船長が１人で乗り組み、船団（以下「Ｄ船

団」という。）を構成して二そう船びき網漁の操業を行うため、Ｄ船が同港

内で魚群の探索を始めた。 

Ｂ船及びＣ船は、Ｄ船が魚群を探知した篦島北方沖に向かい、Ｃ船がＢ

船の北側に占位して両船が船首を北東方に向け、０９時０５分ごろ約１０

０ｍの船間距離をとって両船から本件漁具の投入を開始した。 

船長Ｂは、本件漁具に向けて接近して来るＡ船に気付き、Ａ船に対して

大声で叫びながら手を振って本件漁具を避けるように注意を喚起し、ま

た、船長Ｃは、投網作業の補助のためにＣ船に横付けしていたＤ船の船長

ＤがＣ船に移乗していたので、共にＡ船に対して大声で叫びながら手を振

ったが、０９時３０分ごろＡ船が本件漁具に衝突した。 

Ａ船は、津久見港外に錨泊し、Ｄ船団は、本件漁具を揚収したのちに津

久見港内の定係地に帰港した。 
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 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  Ａ船は、津久見港からのセメントの運搬に従事していたことから、船長

Ａは、港内の状況や漁船の操業状況などをよく知っており、レーダー２台

を１海里（Ｍ）と０.５Ｍレンジとして作動していたが、本事故当時は、視

界が良好であったので目視による見張りを行っていた。 

Ａ船は、セメント約３００ｔを積載し、船首約２.３ｍ、船尾約３.０ｍ

の喫水であった。 

 船長Ａは、船首配置の一等航海士に前方の漁船の動静に注意するように

指示していなかった。また、一等航海士及び乗組員２人は、揚錨後、荷役

機械の修理について相談していた際、一等航海士が船首方至近に本件漁具

を発見して船長Ａに報告した。 

船長Ｄは、Ｄ船団の船舶所有者兼漁労長であり、Ｄ船が魚群を探知する

と船長Ｄの指示によってＢ船及びＣ船が投網を行い、Ｅ船が獲れた魚を運

搬していた。 

Ｄ船団では、Ｂ船及びＣ船が投網する際、Ｄ船及びＥ船が投網作業を補

助し、投網が終われば、Ｅ船が氷を積むために漁港に向かうことにしてい

た。 

 Ｄ船団の漁網は、袖網の長さが約１００ｍ及び袋網の長さが約５０ｍで

あり、引き索が直径約３２mmで長さ約２００ｍであった。 

 Ｂ船、Ｃ船及びＤ船は、マストに黒色鼓形形象物を掲げていたが、汽笛

などの音響信号装置を備えていなかった。また、Ｂ船及びＣ船は、本事故

当時、黄色回転灯を点灯していた。 

 船長Ｂ及び船長Ｃは、救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、津久見港篦島北方沖を東進中、手動操

舵中の船長Ａが、船首方に漁船３隻を視認した

際、双眼鏡で漁船の操業状況を確認せず、機関長

と錨泊場所についての相談を続け、適切な見張り

を行っていなかったことから、Ｂ船及びＣ船が船

団を組んで操業していることに気付かず、両船間

に向けて航行し、Ａ船と本件漁具とが衝突したも

のと考えられる。 

 Ｂ船及びＣ船は、津久見港篦島北方沖において

投網作業中、両船間に向けて接近するＡ船を視認

し、Ａ船に対して大声で叫びながら手を振って注

意を喚起したが、本件漁具とＡ船とが衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船及びＣ船は、黒色鼓形形象物を掲げ、黄色

回転灯を点灯していたものと考えられる。 

Ｄ船団は、汽笛などの音響信号装置を備えてい

れば、有効な音響信号を行うことにより、Ａ船に

漁具の存在を認識させることができ、本事故の発
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生を回避することができた可能性があると考えら

れる。  

原因  本事故は、津久見港篦島北方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船及びＣ船

が投網作業中、船長Ａが適切な見張りを行っていなかったため、Ｂ船及び

Ｃ船が船団を組んで操業していることに気付かずに航行し、Ａ船と本件漁

具とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・漁船を視認したときには、双眼鏡を活用して操業状況を確認するな

ど、常時適切な見張りを行うこと。 

・操業中の漁船からはできる限り遠ざかって航行すること。 

・漁船は、漁具などに接近する他船に対し、有効な音響信号を行うこと

ができるよう、汽笛などの音響信号装置を備えることが望ましい。 

 




